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 午前 10時 00分開議  

○議長（山本  徹）おはようございます。ただいまから本日の会議を

開きます。  

   

報            告  

○議長（山本  徹）日程に入るに先立ち、報告事項を申し上げます。  

 去る 11月 28日、知事から提案されました議案第 111号について、

地方公務員法第５条の規定に基づき、議会から人事委員会の意見を

求めておきましたところ、お配りしたとおり意見の申出がありまし

たので、御報告いたします。  

 

○議長（山本  徹）これより本日の日程に入ります。  

 

県政一般に対する質問並びに提出案件に対する質疑（会派代表）  

○議長（山本  徹）日程第１、県政一般に対する質問並びに議案第

102号から議案第 126号まで、報告第 21号及び報告第 22号を議題とい

たします。  

 これより会派代表による県政一般に対する質問並びに提出案件に

対する質疑を行います。  

 通告がありますので、順次発言を許します。  

 武田慎一議員。  

   〔 31番武田慎一議員登壇〕  

○ 31番（武田慎一）おはようございます。自由民主党富山県議会議員

会を代表して、今定例会に提出された諸案件並びに当面する県政の
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諸課題について質問をいたします。  

 最初は、経済対策、とやまの未来創生を深化させる取組について

６点質問します。  

 まず、経済対策と新年度当初予算の編成方針等について伺います。  

 政府は、現下の厳しい経済情勢を乗り越え生活実感の改善へと導

くため、総合経済対策を今月２日に閣議決定するとともに、その速

やかな実行のために必要な財源の裏づけとなる国の補正予算案が、

昨日、参議院本会議で可決成立しました。  

 また、来月には令和６年度予算政府案が閣議決定される見込みで

あり、人口 100万人割れが目前に迫る本県をはじめ、日本が直面す

る急速な人口減少や少子高齢化による様々な課題の克服に向けて積

極的に取り組むべきと考えます。  

 喫緊の課題である経済対策については、その効果を速やかに発動

させることが重要であり、物価・エネルギー高騰などへの支援はも

ちろんのこと、県内の経済情勢や消費動向を十分に見極めながら、

追加配分される国の重点支援地方交付金や地方交付税を積極的に活

用する必要があると考えますが、どのように取り組むのか、また、

令和６年度当初予算編成については、本県の税収の状況や財源確保

の見通しも踏まえ、特にどのようなことに重点を置いて取り組むの

か、ウェルビーイング指標を活用した本格的な政策形成への取組方

針と併せて新田知事の所見を伺います。  

 次に、任期１年を切った知事の自己評価と公約の進捗、実現の手

応えについて質問します。  

 新田知事におかれましては、令和２年 11月の就任からはや３年を

経過し、任期満了まであと１年となりましたが、ノーアイデアばか



 －３－ 

りでは本気度が試されます。  

 新型コロナウイルスの感染拡大や記録的な大雪、鳥インフルエン

ザの発生など危機管理事案が相次ぎ、厳しいスタートとなりました

が、知事肝煎りの富山県成長戦略は鳩首凝議を重ねて策定するとと

もに、スタートアップ支援など県政に新しい風を吹き込まれている

ほか、ここ最近では、城端線・氷見線の再構築についてスピード感

を持って対応するなど、成果を上げておられます。  

 一方で、成長戦略やウェルビーイング指標の活用については、い

まだ県民の理解が十分に深まっているとは言えず、県政の根幹とも

言える教育や人づくりに対しての発信の弱さを指摘する声があるの

も事実でございます。  

 新年度予算編成は新田県政１期目の総仕上げに向けた作業となり

ますが、この３年間を振り返り、御自身のこれまでの県政運営をど

う評価しておられるのか。任期満了まで１年を切り、公約である八

つの重点政策や八十八の具体策の達成に向けた各種事業の進捗や実

現に対する手応えと併せて、知事の所見を伺います。  

 次に、地域公共交通計画の策定等と交通事業者支援について３点、

まずは地域公共交通計画の策定について伺います。  

 県では、新たな地域公共交通計画の策定のため、富山県地域交通

戦略会議を設置し議論を重ねていますが、地域交通サービスを公共

サービスとして、自治体の役割を交通事業者への側面支援から自ら

の地域に対する投資とする方向性を打ち出したことを、会派として

評価したいと思います。  

 城端線・氷見線の再構築など、地域交通ネットワークの骨格であ

る鉄軌道の利便性、快適性の議論が進む一方で、人口減少、特に高
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齢化が進んでいる地域では、自宅からの移動手段の確保が大きな課

題となっています。  

 県内各地で、住民が運転する自家用車への相乗りやデマンド型の

乗り合い交通、地区内を小型低速電動車両で移動する社会実験が行

われていますが、コミュニティーバスの隣接自治体間の相互乗り入

れに課題があるとの声も聞かれます。  

 地域公共交通計画の策定に当たっては、全国のモデルとなるよう

な持続可能な地域モビリティーサービスの確保に向けた施策を打ち

出すべきと考えますが、計画の進捗状況と併せて知事の所見を伺い

ます。  

 次に、ＪＲ城端線・氷見線の再構築について伺います。  

 昨日、第４回城端線・氷見線再構築検討会が開催され、ＪＲ西日

本から、鉄道事業再構築実施計画の実現に向け 150億円の拠出額が

示されるとともに、実施計画案が示されました。  

 案では、事業予定期間を令和６年２月頃から 16年３月までの 10年

間とし、事業主体は、計画開始からおおむね５年後にＪＲ西日本か

らあいの風とやま鉄道に変更するとされました。  

 また、新型鉄道車両の導入、運行本数の増加やパターンダイヤ化、

交通系ＩＣカード対応改札機の設置をはじめ、城端線・氷見線の直

通化など、沿線市や利用者の声を踏まえ利便性の確保にも配慮され

た内容となっており、これまでの丁寧な議論や迅速な対応も含めて

関係の皆様に敬意を表したいと思います。  

 一方、再構築の効果として 3.8億円の路線収支の改善が見込まれ

るものの、計画最終年度には約７億円の赤字が見込まれており、当

面は経営安定基金で支援するにしても、４市以外の自治体の中には、
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あいの風とやま鉄道の安定的な経営に対する懸念の声もあるところ

です。  

 そこで、今回、ＪＲ西日本から 150億円の拠出金の提案がなされ

たことに対する評価と、知事はこれまで検討会の会長として再構築

の議論をリードしてこられましたが、今後は、ＪＲ西日本も含めて

関係者が一体となって、城端線・氷見線が公共サービスとして持続

可能な路線の実現を目指していくべきと考えますが、知事の所見を

伺います。  

 次に、教育分野における交通事業者支援について伺います。  

 ９月定例会において、我が会派の川上議員から交通事業者間にお

ける通学定期の料金格差の指摘がなされました。  

 今年４月に可決された地域公共交通活性化再生法の改正案に対す

る衆議院、参議院の附帯決議には、「通学定期や障害者割引等の社

会政策に係る費用を交通事業者が負担していることを踏まえ、文教

や福祉分野においても交通事業者支援のための仕組みづくりについ

て、検討すること。」との文言が盛り込まれており、戦略会議の委

員からも、交通事業者への支援の仕組みを含め割引について考える

必要があると、同趣旨の意見が出されていたと聞いています。  

 地域交通サービスは、地域の活力、魅力に直結する公共サービス

との認識の下、県、市町村が連携して通学定期の料金格差について

も検討を進めるべきと考えますが、先日の鉄軌道サービス部会での

議論と併せて田中交通政策局長に伺います。  

 次に、北陸新幹線敦賀開業を契機とした北陸３県連携による観光

誘客について伺います。  

 日本政策投資銀行北陸支店によれば、北陸新幹線敦賀開業による
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経済波及効果は、石川県が年間 279億円、福井県が 309億円と推計さ

れています。  

 今回、本県の経済効果は試算されていませんが、日本政策投資銀

行富山事務所が 2019年に発表した開業５年目の富山への経済波及効

果は 304億円とされ、観光客の増加だけでなく、地価の上昇や本社

機能等の移転・拡充、コンベンション件数の増加など、開業効果は

広範囲に及ぶと結論づける一方で、伸び代はインバウンドであると

も提言されています。  

 敦賀開業は、本県がさらに成長発展する２度目の大きなチャンス

であり、経済波及効果を北陸３県全体、そして富山県へと波及させ

るためにも、またインバウンド需要をしっかり取り込むためにも、

北陸３県が連携して、北陸エリアとしての知名度や魅力をさらに高

めることが大切ではないでしょうか。  

 国内だけではなく海外に対しても、３県連携による一体的なプロ

モーションにより、食や文化、自然を体験できる魅力ある観光地と

して北陸をＰＲするとともに、中でも本県の魅力や特色を際立たせ

る観光地づくりや受入れ体制の整備が大切だと考えますが、今後の

取組について竹内地方創生局長に伺います。  

 次に、地域経済の活性化について６点質問します。  

 最初に、県産品の海外販路の拡大について伺います。  

 県では、横田副知事をトップに、英国とアイルランドにおいて観

光プロモーションや県産品の販路や輸出の拡大に向けたＰＲ等を行

われたと伺っています。  

 とやま輸出ジャンプアップ計画では、令和８年度の輸出額の目標

を 120億円としており、海外販路の拡大に向けて積極的に活動され
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ている姿勢は評価いたしますが、一方で、ＡＳＥＡＮ市場最大級の

日本の食に特化した見本市として 10月にシンガポールで開催されま

したフード・ジャパン 2023は、ＡＳＥＡＮ各地から食品メーカーや

バイヤーが一堂に会する絶好の商談の機会だったにもかかわらず、

富山県からの出展はなく、大変残念に感じました。  

 ＡＳＥＡＮ経済を牽引する存在であるシンガポールを拠点として、

経済成長の著しい東南アジアにおいても県産品の積極的なＰＲ活動

を行うべきと考えますが、海外への販路開拓についてターゲットを

どのように絞り取り組んでいくのか、英国、アイルランド訪問の成

果と併せて横田副知事の所見を伺います。  

 次に、高岡テクノドームの整備について伺います。  

 さきの９月議会において新田知事は、今後、関係の県議、また高

岡市をはじめ県西部の６市、地元経済界からの御意見、これらをし

っかりとお聞きし、高岡テクノドームがこれまで以上に地元の皆さ

んに愛され、活用され、そして地域のにぎわいや県西部の活性化に

つなげるにはどうするのがよいのかということをよく考えて方針を

定めてまいりたいと御答弁されました。  

 そして、今回の 11月補正予算案には、テクノドーム別館整備の基

本計画に盛り込まれた機能を実現するため本館、別館にどのような

機能を持たせるか、専門的、技術的な調査を実施するための調査費

が計上されています。  

 テクノドーム周辺は、北陸新幹線の新高岡駅や大型商業施設、ス

ポーツ施設などが立地し、ポテンシャルが高い場所であることを最

大限生かし、現在、受入れ施設がなくコンベンション等を開催でき

ない県西部の活性化や産業振興はもとより、本県に全国から人の流
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れを呼び込む拠点となるよう、高岡テクノドーム別館整備基本計画

の機能拡充の方向性を堅持し、社会経済情勢や県民、経済団体のニ

ーズを踏まえてしっかり調査すべきと考えます。  

 具体的な調査項目はどのようなものになり、調査後のスケジュー

ルはどのようになるのか、また、県西部経済界など関係者に丁寧な

説明も必要と考えますが、併せて知事の所見を伺います。  

 次に、文化資源等を活用、連携した文化観光の推進について伺い

ます。  

 現在、富山県美術館で開催されている「金曜ロードショーとジブ

リ展」は、多くの来館者でにぎわっています。同館は平成 29年にオ

ープン以来、多くの企画展を開催していますが、今回のような県内

外から多くの方が集まる催しを開催することで、美術館を訪れた後

に、ボイル・シャルルの法則とも言える富岩運河環水公園や岩瀬の

町並みなど、周辺の観光施設への立ち寄りなど相乗効果も期待でき

ます。  

 本県には、富山県美術館をはじめ、高志の国文学館や水墨美術館

といった文化芸術振興の中核施設をはじめ、国宝瑞龍寺や勝興寺な

どの歴史的な文化資源も豊富であり、また、立山博物館を中核とし

た文化観光拠点計画が文化庁に認定を受けたことも追い風にして、

県内各地に存在する文化資源や観光スポットを活用、連携した施策

の推進により、関係人口のさらなる増加や地域活性化等に結びつけ

なければなりません。  

 県内の多彩で魅力的な文化資源や観光スポットの強みや特色を生

かし、有機的に結びつける施策に取り組むべきと考えますが、廣島

生活環境文化部長に伺います。  
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 次に、登山道を含めた山岳環境の整備について伺います。  

 登山道の維持管理は民間の山小屋が費用負担も含めて対応してい

るケースが多く、コロナ禍による休業や宿泊等の受入れ人数の制限

などの影響で厳しい経営環境にあることや、慢性的な人手不足もあ

り登山道の維持管理にまで手が回らないとの声があります。  

 山岳環境の維持のため、登山道や木道の補修、避難小屋や山岳ト

イレの維持管理等に係る費用の財源に充てることを目的とした入山

協力金制度を導入している国立公園があるとお聞きします。  

 来年６月にスタートする立山黒部エリアの新たな観光ルートであ

る黒部宇奈月キャニオンルートの旅行商品の販売額が公表され、エ

リア全体の付加価値向上への期待感が高まる一方で、地元の有志か

ら、入山協力金を活用した弥陀ヶ原と大日平を結んでいた登山道や

つり橋の復元を求める強い声も聞かれ、官民が一体となって持続可

能な山岳観光地づくりを進めていかなければなりません。  

 コロナ禍を経て、今後さらなる登山者や観光客の増加が見込まれ

ることから、登山道を含めた山岳観光の整備を進めていく必要があ

ると考えますが、入山協力金制度の導入に対する考えと併せて生活

環境文化部長にお伺いします。  

 次に、富山米の品質維持向上に向けた取組と富富富の生産拡大に

ついて伺います。  

 10月末に農林水産省が公表した令和５年産米の農産物検査結果に

よれば、本県産水稲のうるち玄米の１等比率は、前年同期の 85.7％

を大きく下回る 56.8％となり、中でも主力品種であるコシヒカリは

43.6％と統計が残る昭和 56年以降最も低くなりました。我が会派で

も、農業者の皆様から品質低下を心配する多くの声を伺っておりま
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したが、懸念が現実のものとなってしまいました。  

 今回の品質低下は夏の猛暑による高温障害が主な要因であると考

えられますが、気候変動の影響は来年以降も懸念されることから対

策は急務であると考えます。  

 一方で、暑さに強い特性を持つ富富富の１等比率は今年も 90％以

上を維持し、特性を十分に発揮する結果となったことから、米農家

の方々からは、富富富に期待を寄せる声と同時に、品質管理など作

付や栽培に当たっての厳しい条件や地域の共同乾燥調製施設での受

入れ体制を不安視する声も聞かれます。  

 富山米の品質維持や向上は、本県の食を支える農業の担い手の収

入や経営に直結するほか、食のとやまブランドの大きな役割を担う

品目として県を挙げて取り組むべき課題であると考えます。  

 来年に向けて富山米の品質維持向上にどう取り組んでいくのか、

生産拡大を目指す富富富の主力品種化に向けた考えと併せて知事の

所見を伺います。  

 次に、水産分野の研究促進について伺います。  

 本県は、天然のいけす富山湾をはじめ豊かな水産資源に恵まれ、

県民の食を支えることはもちろん、富山のさかなとしてイメージア

ップや知名度の向上、県民所得の増大にも寄与してきました。  

 一方で、天然魚は、気候変動等の影響と考えられる漁獲量の減少

が影を落とし始めているほか、富山湾の一部では磯焼けによる生態

系への影響や海洋環境の悪化など、持続可能な本県水産業に対する

懸念があることから、つくり育てる漁業の中核的な手法である栽培

漁業の効果を検証し、さらに推進するとともに、陸上養殖の調査研

究など新たな取組を進めることも重要であると考えます。  
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 本県水産業を持続可能なものとするため、漁業関係団体と連携し

て、栽培漁業の技術開発を一層促進し早期の事業化や自走化につな

げていくとともに、養殖技術などを含め本県水産業を取り巻く環境

に柔軟に対応し、漁業者の所得向上に資する研究に取り組むことが

重要と考えますが、今後の展望について津田農林水産部長にお伺い

いたします。  

 次に、安全・安心な暮らしの実現に向けて７点質問します。  

 最初に、鳥獣被害対策について２点であります。  

 まずは、ツキノワグマ対策について伺います。  

 今年は東北地方を中心に、ツキノワグマの主食であるブナの実が

大凶作となり、市街地や住宅地など人間の生活圏にも餌を求めて出

没し、過去最悪となる人身被害が発生しています。本県においても、

県内全域でブナを含む堅果類が不作となり、先月は昨年同月の 10倍

以上となる 257件の目撃、痕跡件数があり、死亡事故や重傷事故も

相次ぎ発生したところです。  

 県では、出没警報を発令し県民の安全確保に取り組まれるととも

に、市町村の警戒パトロール等に係る費用の補助上限を特例的に撤

廃するなど、人身被害等の拡大防止に速やかに対応されたことは評

価いたしますが、一方で、県が管理計画で掲げている人とツキノワ

グマとの緊張状態のある共存関係を構築するためには、適切な距離

を保つ環境整備が重要であります。  

 熊の出没が急増し人身被害等が拡大、深刻化している背景として、

中山間地域の過疎化や農林業に従事する担い手の減少により里山林

に人の手が入らなくなり、人間と熊を隔ててきた緩衝地帯が失われ、

生息域の拡大や、市街地近くで育ち人を怖がらない新世代ベアが増
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加していることも指摘されています。  

 放任果樹の除去やパトロールの強化、捕獲等の緊急的、短期的な

対策と併せて、里山林の整備等による人里に近づけない対策や、熊

の生態変化や生息域における堅果類の生育状況等の調査研究など、

中長期的な対策も重要であると考えますが、県としてどう取り組む

のか知事の所見を伺います。  

 次に、ニホンザル管理計画について伺います。  

 中山間地域の過疎化や農林業従事者の減少は、ニホンザルの生息

域の拡大の大きな要因にもなっています。  

 県が昨年３月に策定した第５期ニホンザル管理計画によると、近

年、県東部において、ニホンザルの群れが出没したことのなかった

地域にまで行動域が拡大し、農作物被害をはじめ人家への侵入、女

性や高齢者への威嚇など生活環境被害が発生していること、また、

県西部でも群れが目撃されるようになるなど生息域が変化している

とのことであり、適切な個体管理や実態に即した対策に取り組む必

要があります。  

 管理計画では、ニホンザルの生息状況に基づき、県や市町、地元

関係団体、農家、地域住民等がそれぞれ連携し、被害防除、生息環

境や個体群の管理に取り組むこととされていますが、地元で把握し

ている生息実態を反映し切れていないとの声も聞かれます。  

 モニタリング調査の一層の強化や市町が策定する捕獲等実行計画

の実施状況を踏まえ、生息実態を適切に把握し、より実効性のある

管理計画となるよう取り組むべきと考えますが、生活環境文化部長

にお伺いします。  

 次に、富山県医療計画の改定について伺います。  
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 県では、第７次富山県医療計画について昨年度、中間評価を行う

とともに、現在、 2024年度を初年度とする第８次計画の策定に取り

組まれています。  

 策定に当たっては、中間評価により見直しを行った各種取組や新

型コロナウイルス感染症への対応に対する検証をはじめ、新興感染

症対策や医師の働き方改革など、国や県の他の関連する計画とも十

分調整を図り、地域の医療ニーズを踏まえた保健・医療提供体制の

充実という視点も大切にすべきと考えます。  

また、人口減少が急速に進行する中、地域医療構想とも十分に整

合を図りつつ、医師の偏在や不足をカバーするとともに、僻地医療

にも目配りしながら、弱い地域が切り捨てられないよう医療機能の

適切な分化、連携を一層推進し、持続可能な医療提供体制を構築し

ていくことが大変重要であると考えます。  

 国の策定指針や第８次計画に関する検討会での意見なども踏まえ

つつ、新たに対象となった新興感染症対策等に関する整理を含めて、

現在どのような方向性や論点で議論が進められているのか、今後の

策定スケジュールと併せて有賀厚生部長にお伺いします。  

 次に、歯科口腔保健対策の推進について伺います。  

 国においては、健康で質の高い生活の実現や健康寿命の延伸につ

ながる取組として、ライフステージごとの特性や生涯の時間経過と

ともに現れる様々な変化を捉えた歯と口腔の健康づくりの推進に取

り組んでいます。  

 一方、本県においては、平成 25年度に我が会派が中心となって議

員提案により富山県歯と口腔の健康づくり推進条例が制定されまし

たが、この条例に基づいて策定された県民歯と口の健康プランにつ
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いて、国の歯科口腔保健の推進に係る基本的事項の内容も踏まえつ

つ、昨年度行った最終評価で示された課題等への解消に向け、プラ

ンの見直しに取り組んでいると伺っています。  

 県民のフレイル予防や健康寿命の延伸に向け、どのような目標や

方針に基づきプランの改定作業を進めているのか、また、歯科口腔

保健対策の推進に今後どのように取り組むのか、知事の所見をお伺

いします。  

 次に、持続可能な除雪体制の整備について伺います。  

 令和３年１月に発生した大雪被害を教訓に、県では、タイムライ

ンに基づき、車での不要不急の外出自粛の呼びかけや、各道路管理

者や交通事業者と連携した道路除雪等に取り組むなど、人命を守る

ことを最優先とした対応に当たることとしています。  

 こうした取組には地域の安全・安心の守り手を担う県内建設企業

の存在が必要不可欠である一方、除雪オペレーターや除雪機械の確

保はもとより人材確保や育成も喫緊の課題であり、建設企業が将来

にわたって事業を継続できるよう、これまで以上の取組が必要であ

ると考えます。  

 その一つとして、我が会派からも再三要望し、既に他県でも導入

されていますが、除雪の稼働費用が一定額を下回っても人件費や民

間借り上げ機械の固定費の一部を発注者が負担する最低保証制度を

導入し、暖冬であっても建設企業が安心して事業や雇用を継続でき、

除雪業務から離脱しないよう手当てしていくべきと考えますが、暖

冬期を含めて持続可能な除雪体制の整備にどう取り組んでいくのか、

市井土木部長にお伺いします。  

 次に、交通安全施設の計画的な整備について伺います。  
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 通学路をはじめとした安全・安心な道路環境の確保に対し、我が

会派は度々要望や質問をしてきたところであり、土木部や県警察に

おいては、道路側溝の蓋かけや路肩補強をはじめ歩行者用信号灯器

の増設や信号制御機の計画的な更新など、交通安全対策に尽力され

ていることに感謝申し上げます。  

 一方、道路のセンターラインや外側線をはじめとした区画線や横

断歩道などの道路標示については、車両だけでなく歩行者の安全の

ためにも必要不可欠でありながら、本県のような降雪地域では、道

路除雪の影響等でやむを得ない事情もありますが、「白線が消えて

いる」、「長い間そのままになっている」という声を耳にします。  

 人口減少や技術革新が急速に進む中で、車両の自動運転は様々な

社会課題を解決する手法の一つとして期待されており、実際に日本

各地で社会実装に向けた実証実験が進められております。自動運転

には、ＧＰＳ等による位置情報の推定とともに、電波が届きにくい

場合には道路画像から得られる区画線や道路標示を読み取って制御

する必要があり、路面標示は自動運転を支える重要な社会インフラ

の一つであるとも言えます。  

 安全・安心な道路環境を確保するとともに、様々な社会課題を解

決する手法として期待される車両の自動運転の社会実装にも備える

ため、路面標示の引き直しを計画的に進めるべきと考えますが、施

設を設置、管理する市井土木部長、そして石井警察本部長に伺いま

す。  

 次に、特殊詐欺対策について伺います。  

 いわゆる特殊詐欺の発生については、ここ数年、減少傾向が続い

ていましたが、令和３年以降再び増加に転じ、昨年の被害額は約
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370億円と８年ぶりに被害額も増加するなど、大都市圏を中心に全

国で甚大な被害が生じています。本県においても、今年１月から 10

月末までの特殊詐欺や投資詐欺等の認知・相談件数が昨年同時期の

約 2.5倍の 305件となるなど、被害が拡大している状況です。  

 こうした事態を受け、警察庁では、都道府県警の枠を超え専門的

に捜査を行う組織の設置に向け、全国警察の連携強化に取り組むと

のことであり、本県でも先月新たな専門チームを立ち上げたと伺っ

ています。  

 そこで、県内での特殊詐欺被害の傾向と具体的な対策はどうか、

特殊詐欺の撲滅に向けた新たな専門チームの役割や活動内容と併せ

て警察本部長にお伺いします。  

 次に、明日を拓く人づくりについて５点質問します。  

 最初に、本県教育の今後の取組について２点、まずは高校再編に

向けた取組について伺います。  

 人口減少が急速に進行する中、本県の中学校卒業予定者も令和 10

年度には 8,000人を割り込む見込みであり、高校再編に向けて議論

を急ぐ必要があることは明白です。  

 自民党議員会では６月に富山県教育の未来を考えるプロジェクト

チームを立ち上げ、県内の県立高校を訪問しての意見交換や県外の

先進的な高校の視察など、調査研究を精力的に進めてきました。例

えば他県において、学校として育成したい資質や能力の尺度を設定

しマトリックス形式で評価するマスター・ルーブリックという方式

を試行的に導入し、生徒の資質等の向上に取り組んでいるという事

例をお聞きしました。社会が大きく変化する中、高校教育を含めた

教育全般に、これまでの考え方にとらわれない大きな変革が求めら
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れています。  

こうした中、私立高校との熾烈な競争にさらされている都道府県

では、公立高校の魅力化に大きな危機感を持って取り組んでおり、

本県においても、時代の流れに乗り遅れることなく県立高校の魅力

化に大胆に取り組んでいくことは急務です。  

 第３回県立高校教育振興検討会議において再編に関する基準につ

いて議論がなされていますが、我が会派は、単に学校規模のみに着

目した再編統合基準を設定し、数合わせ的な議論をすることには大

反対です。  

 例えば愛媛県では、基準となる適正規模を下回る学校についても、

地元自治体などの協力を得て魅力化に取り組む場合に、チャレンジ

システムを活用し学校を存続させる仕組みを設けていますが、本県

でも、それぞれの地域の実情に十分に配慮しつつ、一方で、時代が

大きく変化する今こそ、高校教育に何が求められているのか、そし

てその実現のため、学科、コースの再編を含めどのような学校を配

置していくのかを丁寧に議論する必要があると考えます。再編統合

はそのために必要となる手段であり、学校規模については結果的に

適正なものに収れんさせていくものだと考えますが、知事の所見を

伺います。  

 次に、よりよい教育現場環境の整備について伺います。  

 県の第３期教育振興基本計画では、現場の実情に沿った少人数学

級の推進や効果的、効率的な教職員の配置など、少人数教育の推進

に取り組むとされていますが、小学校において、少人数学級の実施

に必要な加配教員の不足や教員の負担軽減に有用なスクール・サポ

ート・スタッフの配置が現実と乖離しているといった課題があると
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いう声も聞きます。  

 効果的な少人数教育の充実にとって、教員の適正配置はもとより、

教員以外の専門スタッフも確保、配置できるよう必要な予算を確保

し、教員が子供の指導により専念できる教育体制の構築が必要であ

ると考えますが、荻布教育長の所見を伺います。  

 次に、オンラインを活用した教育について伺います。  

 技術革新やグローバル化など変化の激しい予測困難な時代となる

中、柔軟かつ適切に対応でき、課題を自ら見いだし、主体的に考え

解決策を導き出す資質や能力を持つ人材が強く求められており、県

の第２期教育大綱では、課題解決型の教育や社会全体のＤＸの加速

に応じたＩＣＴ教育の推進が掲げられています。  

文部科学省のＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、本県では、小

中学校のみならず高校においても１人１台となる端末整備により、

一人一人の教育ニーズや理解度に応じたきめ細やかな学習指導や、

不登校や病気療養中の児童生徒への個別具体的な学びの保障にも寄

与していると考えます。  

一方で、こうした環境をより積極的に生かしていくには、外部の

人材やプログラムを取り入れるなど、これまでのやり方では実現で

きなかった効率的で魅力的な教育機会の提供に積極的に取り組むべ

きと考えます。  

 児童生徒の心身の健康を支える上で大きな役割を果たす対面指導

に加え、オンラインのよさを活用した教育機会の提供にどう取り組

むのか、今後のＩＣＴ教育環境の整備計画と併せて教育長の所見を

伺います。  

 次に、２拠点化による新たな子供支援施設の整備について伺いま
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す。  

 こども家庭庁によると、昨年度、児童相談所が対応した児童虐待

相 談 件 数 が 過 去 最 多 を 更 新 し 、 本 県 も 、 令 和 ２ 年 度 以 来 と な る

1,000件を上回る結果となりました。  

 知事は８月に、こどもまんなか応援サポーターを宣言され、困難

を抱える子供への支援を推進していくとのことですが、２拠点化に

より整備される新たな子供支援施設においては、今回の整備の要で

ある教育委員会や県警察など、支援が必要な子供をサポートする各

相談機関が連携協力するとともに、必要な職種、職員の適切な配置

により、それぞれの強みを生かし、きめ細やかな相談支援体制を構

築するなど、部局間でしっかり連携し機能強化に取り組んでいただ

きたいと思います。  

また、その際には、増加傾向にあると言われる発達障害児の早期

発見、関係機関における連携や情報共有など、ケアへの支援の重要

性が高まっていることを念頭に置いた体制整備が必要と考えます。  

 子ども総合サポートプラザ（仮称）をはじめとする新たな子供支

援拠点の整備に当たり、現在、部局横断な体制づくり、特に教育委

員会との連携についてどのような協議を行っているのか、整備の進

捗状況と併せて松井こども家庭支援監に伺います。  

 最後に看護職員の質の向上について伺います。  

 人口減少、少子高齢化が進展する中、質の高い医療や保健福祉サ

ービスの担い手として多様な看護ニーズに対応する看護職員の役割

が拡大し、活躍の領域や場が医療機関から地域へと広がるなど、看

護職員に対する期待はますます大きくなっています。  

 こうしたニーズに対応するため、専門的な知識や技術は年々増え



 －２０－ 

ており、質の高い医療や看護の提供は大変重要である一方、勤務環

境の改善や働き方改革に取り組み、継続して就業可能な職場環境づ

くりや処遇改善を図る必要があります。  

 国では、昨年 10月の診療報酬改定において、看護職員の収入引上

げを目的とした処遇改善評価料の新設を行いましたが、対象医療機

関が限定されたこともあり、全ての看護職員の賃上げには至ってい

ない状況です。そうした中、国の総合経済対策において、医療・介

護分野等における喫緊の課題に対応するため、賃上げに必要な財政

措置を早急に講ずることや持続可能な体制の構築に対する所要の措

置を講ずることが盛り込まれました。  

 そこで、看護を必要とされるあらゆる分野で活躍する看護職員の

勤務環境の改善や処遇改善、キャリアアップに向けた支援にどう取

り組むのか、主に医療機関で活躍する専門性を備えた看護師の地域

医療の担い手としての活用と併せて、厚生部長にお伺いします。  

 以上をもちまして、自民党議員会を代表しての私の質問を終わり

ます。  

 ありがとうございました。  

○議長（山本  徹）新田知事。  

   〔新田八朗知事登壇〕  

○知事（新田八朗）自由民主党富山県議会議員会を代表しての武田慎

一議員の御質問にお答えをします。  

 まず、経済対策と来年度当初予算の編成方針についての御質問に

お答えします。  

 先般、閣議決定された国の総合経済対策では、エネルギー価格の

負担軽減措置や物価高の克服などの各種対策が盛り込まれ、これに
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伴う 13.2兆円に上る国の一般会計補正予算が、昨日、参議院で可決

され成立いたしました。  

 本県においては、これまで数次の補正予算により、物価高の影響

を受ける県民や事業者などへの支援にスピード感を持って取り組ん

でまいりました。今回も、物価高から県民生活を守る支援、中小・

中堅企業の賃上げ環境整備、人手不足対応などへの支援、防災・減

災、国土強靱化の推進など、国の経済対策の効果を早期に県内に波

及させるため、今議会中に追加で補正予算案を提案し御審議いただ

けるよう、現在、鋭意準備を進めております。  

 令和６年度当初予算編成に向けては、歳入面で税収が前年度当初

予算比で増収を見通しているものの、歳出面では少子高齢化に伴う

社会保障関係費などの増加が見込まれ、厳しい状況にあります。こ

うしたことから、限られたマンパワーや財源を効果的に活用するた

め、引き続き既存事業の抜本的な見直しや再構築に取り組みます。  

 また、「幸せ人口 1000万～ウェルビーイング先進地域、富山～」

の実現に向けて、成長戦略に基づく各種の取組を着実に推進すると

ともに、未来に向けた人づくりと新しい社会経済システムの構築に

予算を優先的に配分することとしています。また、全部門でウェル

ビーイング向上効果などを勘案して施策を検討するとともに、ウェ

ルビーイング指標を活用して企画立案する施策パッケージに予算を

重点配分するなど、新たな取組を積極的に進める前向きな予算を編

成してまいります。  

 次に、県政運営の評価と公約実現に向けた進捗についての御質問

にお答えします。  

 知事就任直後から、新型コロナや大雪、鳥インフルエンザ、物価
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高騰、そして今年は豪雨災害に直面しましたが、その都度、県民の

皆様の暮らしと命を守ることを最優先に、県議会をはじめ、県民、

事業者の皆様の御理解と御協力も得ながら迅速に対応してまいりま

した。  

 また、そのような中でも八つの重点政策、八十八の具体策の実現

に全力で取り組み、今年度末までに約 90％が実現可能と見込んでお

ります。  

 例えば、富山県成長戦略を策定し、６つの柱ごとに具体的な施策

を展開しており、令和５年度には 196の事業を実施中であります。

また、スタートアップでのハンズオン支援、そして県立大学の情報

工学部の新設、初めての開催である北陸三県知事懇談会や三霊山サ

ミット、アメリカ・オレゴン州やベトナムなどとの経済・人材交流

の促進など、富山県のさらなる発展に向けた基盤づくりが着実に進

んだと考えております。  

まだ達成できていない女性の管理職への登用や富山空港への民間

活力導入など９項目ありますが、これらについても引き続き実現に

向けて取り組んでまいります。そして、実現した施策についてもＰ

ＤＣＡにより、より一層ブラッシュアップしてまいりたいと考えて

おります。  

 さらに、成長戦略の中核に据えておりますウェルビーイングに関

する取組は、全国的に高い評価をいただいておりますほか、城端

線・氷見線の再構築をはじめとする地域交通サービスの充実やデジ

タル化、企業立地に努めてまいりました。また、教育や人づくりに

ついても、Ｇ７富山・金沢教育大臣会合の開催をはじめ、小学校全

学年での少人数学級の実現、私立高校授業料の助成拡充、リスキリ
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ングの推進など、成果が出ていると感じております。  

 今後も丁寧な説明や情報発信に努め、県議会をはじめ県民の皆様

の御意見もしっかりとお聞きしながら、若者からお年寄りまで希望

に満ちた笑顔があふれる富山県、ワクワクすることがたくさんある

富山県、チャンスがあり夢を叶えることができる富山県を実現して

まいりたいと考えております。  

 なお、私がマスコミさんへの返答で使っております「ノーアイデ

ア」という言葉について、お叱りをいただきました。  

 富山県の未来を明るくするためのアイデアは、私の中にも非常に

どんどん蓄積しております。民間の経営者の頃からこういったこと

はいつも考えておりました。その幾つかは八十八の具体策にも言語

化して公約にしたところでございます。  

 ただ、今聞かれているのは、３年たった時点で２期目はどうする

のかという質問をよくされるんですね。それに対して、私、何しろ

今初めての任期で、４年間のうち３年が終わったということ、今の

時点では次のことはノーアイデアですと、また、どういう段階でど

ういうやり方で表明すればいいかということもノーアイデアですと、

そのようなことでこの言葉を使っているということは、ぜひ御理解

をいただきたいと思います。  

 次に、地域公共交通計画の策定についての質問にお答えします。  

 持続可能な公共交通を確保するためには、城端線・氷見線など鉄

軌道サービスの利便性、快適性の向上とともに、地域内のモビリテ

ィーサービスの確保も重要であります。  

 本県では、交通空白地における移動サービスとして県も支援した

ノッカルあさひまちが、先月、過疎地域持続的発展優良事例表彰に
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おいて総務大臣賞を受賞するなど、全国のモデルとなっています。  

 こうした先進的な取組を踏まえ、地域交通戦略会議や、その下に

設置した地域モビリティ部会では、ノッカルあさひまちに続く新た

な持続可能な地域モビリティーサービスの確保に向け施策の議論を

行っているところです。  

 今月開催した部会では、地域住民や企業、店舗等幅広い方々がサ

ービスの支え手にもなる地域主体の新たなモビリティーサービスの

立ち上げの推進や、地域内モビリティーサービスへのＤＸ、例えば

配車システムや予約のアプリの導入などでＤＸが可能だと思います。

またＧＸ、これは例えば電動車の導入などですけども、これらのＤ

Ｘ、ＧＸの導入、推進などを部会の意見として計画に盛り込むこと

にしています。  

今後は、各部会で議論した結果を本会議である戦略会議に報告し、

年度内の計画策定に向けて議論を行っていくことにしています。人

口減少や高齢化が進む地域においても移動が確保できるよう、市町

村や交通事業者など関係者と連携を図り取り組んでまいります。  

 次に、城端線・氷見線についての御質問にお答えします。  

 ちょうど昨日、第４回城端線・氷見線再構築検討会を開催し、再

構築実施計画案を提示し検討協議を行いました。ＪＲ西日本さんか

らは、再構築実施計画の実現のために必要な資金として、使途を問

わず 150億円を拠出すると説明がなされました。ＪＲ西日本の長谷

川社長は本県の取組を、これまでに例がないリーディングケースと

再三述べておられます。  

 過去に富山港線―路線延長は 7.6キロメートルですが、富山港

線が地元に移管された際は約 10億円の拠出と報道されています。路
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線延長が約６倍の 46.4キロメートルある城端線・氷見線に係る今回

の拠出は、そういった距離の比較でも大きな決断をされたものと考

えております。  

 計画案では、おおむね２年後をめどにＩＣカード対応改札機が整

備され、おおむね５年後には全ての車両が新型に替わり、その後、

運行本数の増加、日中のパターンダイヤ化、両線の直通化と、利便

性が大きく向上します。また、新型車両の維持コストの減などによ

り収支差は 3.8億円改善しますが、約７億円の収支差が生じます。  

 このことですが、公共交通は社会インフラであり、現在検討を進

めております地域交通戦略会議においても、地域交通サービスは地

域の活力や魅力に直結する公共サービスと位置づけております。こ

の収支差についても公共サービスとして県及び沿線４市で支援を行

い、沿線４市以外の市町村には負担を求めません。  

 県としては、利便性向上による観光面を含めた需要の掘り起こし

や、まちづくりと連携した沿線の活性化など、持続可能な路線の実

現に向け関係者が一丸となり取り組んでまいります。  

 次に、高岡テクノドームの整備についての御質問にお答えします。  

 高岡テクノドームにつきましては、入札中止となって以降、一旦

立ち止まり、９月議会での皆様の御意見も参考とさせていただきな

がら、今後の方針について検討を進めてまいりました。  

 まず、現状の認識として、高岡テクノドーム別館整備基本計画

―これは令和２年の７月に策定されましたが、これに基づき設計

に取りかかった当時とは、産業展示のニーズや建設費用の高騰など

社会経済情勢が変化していること、また、本館については、建設か

ら 32年が経過し設備の老朽化が進んでいる状況であるとともに、コ
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ロナ禍を経て利用が減少し新規催事を入れる余地も出てきていると

いう足元の状況、また、高岡テクノドームは、地域の方々のウェル

ビーイング向上につながり、地域のにぎわいや人流を創出する催事

を実施し、県西部地域の活性化に寄与する施設としてしっかりと機

能させていくことが必要だと考えております。  

 これらのことを踏まえ、基本計画に示す別館の建設や本館を含め

た機能拡充に取り組む方向性を維持し、その上で本館、別館にどの

ような機能を持たせるかを検討するため、専門的・技術的調査が必

要であると判断をいたしました。  

 具体的には、基本計画で示されていた使い方―御質問にありま

したコンベンションももちろん含みますが、さらに、県庁内で部局

横断的に検討している利活用策などを実施するにはどのような設備、

機能が必要なのか、例えば会議室、控室、通信・音響設備、照明設

備、床材、展示場の間仕切り、設備の収納などですが、これらを整

理するとともに、本館ではどのような機能強化が可能なのか、別館

にどのような機能が必要なのか、そのためにどのような整備が必要

で、それにどの程度の費用や期間がかかるのかなどの調査を、専門

家の手、目を借りて行いたいと考えております。  

その上で、関係６市の皆様や経済界などの関係者の意見をお聞き

しながら、具体的な整備方法を検討してまいります。調査後のスケ

ジュールの設定については、その後の話になろうかというふうに思

います。  

 また、ハード整備のみならず、本館と別館を一体的に地域の活性

化に資する運営をしていく必要があります。このため、ＰＦＩの手

法を導入し民間のノウハウを活用し、にぎわいをつくることができ
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るような活用をしていく考えは、以前からもお示ししているとおり

でございます。地域の方々にもしっかりと活用していただけるよう

な整備をしていきたいと考えております。  

 次に、富山米の品質向上と富富富の生産拡大についての御質問に

お答えします。  

 令和５年産米につきましては、特にコシヒカリにおいて１等比率

が 43.6％と大きく低下しました。その要因としては、米が実る登熟

期において異常高温により稲自体の活力が低下し、米のでん粉の詰

まりが不十分となり白未熟粒が多発したと推定されます。  

 令和６年産に向けては、一昨日の県米作改良対策本部において、

生育診断に基づいて確実に追加の施肥を行うこと、有機物や珪酸質

資材による土づくりなどを盛り込んだ生産振興基本方針と重点技術

対策が決定されました。  

 県ではこうした対策が着実に実施されるように、令和６年産米の

品質向上に向けた土づくりなどに取り組む農業者に対しまして、 10

アール当たり 500円の奨励金を交付する支援策について 11月補正予

算案に計上させていただいておりますほか、国の総合経済対策に盛

り込まれた高温対策栽培体系への転換支援についても活用を検討し

ているところです。  

 また、次年度以降の高温障害への対応としては、高温耐性品種の

作付拡大が重要であり、一昨日の県米作改良対策本部で決定された

生産振興基本方針にも、高温耐性品種の作付割合を現行の 20％程度

から 30％以上に拡大する目標を新たに設定いたしました。特に富富

富は、今年の１等比率が 95.1％となり高温耐性が実証されたことか

ら、次期戦略において、令和 10年度ですが、５年後の作付拡大目標
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を示すこととしています。  

 これまで課題とされてきました地域の特性に応じた技術実証や、

地域の共同乾燥調製施設の改修支援などによりまして、富富富の生

産に取り組みやすい環境を整備するとともに、需要拡大に向けた取

組を強化する必要があります。引き続き関係団体と連携し、富富富

の生産、販売の拡大を着実に進めてまいります。  

 次に、ツキノワグマ対策についての御質問にお答えします。  

 今年 10月以降の熊の出没件数は昨年同時期の約 15倍となり、死亡

事故など深刻な人身被害も発生したことから、ツキノワグマ出没警

報を発令するなど県民の皆様への注意喚起を図ってまいりました。  

 県では、これまで熊などの野生生物とのすみ分けを目的に、下草

などのやぶを刈り払い見通しをよくする里山林整備を 3,960ヘクタ

ール実施してきております。昨年度から新たに熊などの移動経路と

想定される河岸段丘などでの森林整備にも取り組んでおります。令

和８年度までに、さらに 868ヘクタールを整備する計画としていま

す。  

 また、山間部における堅果類―ブナやミズナラやコナラなどで

すが、これらの生育状況につきましては、平成 16年度の深刻な人身

被害の発生を受け、翌年の平成 17年度から毎年度、堅果類の豊作、

凶作あるいは不作という調査を実施しておりまして、その調査結果

を分析、公表し、秋の熊の平野部への出没予想や注意喚起に活用し

ております。  

 また、国では、人の生活圏に出没する問題個体の生息状況調査な

どを行うクマ緊急出没対応事業を補正予算に計上され、昨日 29日に

成立しました。本県としても国の事業の活用も視野に入れて、新た
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に市街地に出没する熊を対象とした生息状況調査の実施を検討して

いくことにしております。  

 引き続き市町村や関係機関と連携を密にしまして、人身被害の防

止を最優先としてパトロールの強化や捕獲などの短期的な対策―

これは当面大切なことですが―とともに、このように中長期的な

対策にも取り組んでいくこととしております。  

 次に、県民歯と口の健康プランについての御質問にお答えします。  

 県民歯と口の健康プランの最終評価では、乳幼児、学齢期の虫歯

は減少し、 80歳で 20本以上の自分の歯を有する 8020達成者が増加し

てきました。一方で、子供の虫歯予防に寄与するフッ化物洗口の実

施状況には市町村間格差があることや、 20歳代以降の全年齢層にお

ける歯周病有病者の増加、過去１年間に歯科健診を受診した者の割

合が５割ほどにとどまっていること、 60歳以上におけるそしゃく良

好者の減少などの課題も浮き彫りになっています。  

 国は、先月改正した歯科口腔保健の推進に関する基本的事項にお

いて、乳幼児期、学齢期における歯科保健指導並びにフッ化物洗口

等の虫歯予防対策、ライフステージの早い段階からの歯周病予防対

策、定期的な歯科健診に係る事業や受診勧奨、オーラルフレイルな

どの口腔機能に関する知識の普及啓発などに県、市町村が連携して

地域の実態を把握分析し、効果的かつ効率的な取組を推進するよう

に求めています。  

 県においても、国の方針や最終評価を踏まえ、令和６年度を初年

度とする県民歯と口の健康プランの改定を進めており、まず市町村

に対するフッ化物洗口の導入支援、そして小学校、中学校における

歯科保健指導など、より早いライフステージからの歯周病予防対策
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の強化、歯科健診の機会拡充の促進、そして多職種と連携し介護予

防の活動と一体となったオーラルフレイル予防対策の推進など、

様々なライフステージにおける切れ目のない施策を盛り込むことと

しています。  

県民の健康寿命の延伸に向け、県歯科医師会や市町村などとも連

携しながら、生涯を通じた歯と口腔の健康づくりを着実に推進して

まいります。  

 私からは最後になりますが、明日を拓く人づくりについての御質

問にお答えします。  

 社会が大きく変化する中で求められる県立高校の在り方について、

県教育委員会や私が主催します総合教育会議においても、議論を深

めた上で本年５月に報告書が取りまとめられました。この報告書で

は、県立高校の目指す姿として、まず未来を切り拓いていくための

確かな資質、能力と意欲の育成、次に主体的に課題を発見し解決す

る力や他者と協働する力の育成、そして自分と他者を尊重し多様な

価値観を認め合う態度の育成、この３点が挙げられています。  

 この報告書を踏まえて、今年度は県立高校教育振興検討会議にお

いて、高校の再編や学科、コースの見直しなどについて検討が進め

られているところです。  

 今月６日に３回目の会議が開催されましたが、これまでのアンケ

ート調査も踏まえ、望ましい県全体の高校像として、集団の中で多

様な考えに触れる機会が多く様々な種類の科目や部活動などを設置

できるため、選択の幅が広がりやすい中ないし大規模校と、生徒一

人一人に目が届きやすく、きめ細やかな指導が行いやすい小規模校、

この双方の配置が望ましいとの素案を示したところです。また、県
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立高校配置の方向性として、生徒が一定の時間内で通学できる高校

から多様な選択ができるよう、様々な学科構成や規模の学校をバラ

ンスよく配置することを目指すとする素案も示し、御協議いただい

たと聞いております。  

 今後の高校の在り方については、まず、学びの質の向上、また生

徒の幅広い選択肢の確保、そして社会の変化やニーズなどを重視し

て検討する必要があると考えます。検討会議において幅広い視点か

ら丁寧に議論をいただき、その意見も踏まえて、今後とも、こども

まんなかの視点に立って高校の魅力ある教育環境づくりを進めてま

いります。  

○議長（山本  徹）横田副知事。  

   〔横田美香副知事登壇〕  

○副知事（横田美香）私からは、県産食品の海外販路の開拓について

の御質問にお答えいたします。  

 海外の販路開拓先につきましては、ジェトロや商社などとも相談

し、市場規模、生活水準、本県産品の強み、他県産品の状況、そし

て本県とのつながりの有無などから、総合的に判断して選定してお

ります。  

 御指摘のとおり、東南アジアは経済成長著しく、日本食ブームで

さらなる日本食材が求められており、ターゲットとしているところ

です。  

 シンガポールのフード・ジャパンにはコロナ禍前に出展しており

ましたけれども、今年度は、東南アジアの中でも経済発展が著しく

県内事業者の関心の高かったタイ、インドネシアで、市町村との共

同プロモーションを行っております。また、アジアでは台湾最大の
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見本市ＦＯＯＤ  ＴＡＩＰＥＩへ出展いたしました。そして今年度

中に、香港では、現地の富山米の輸入業者と連携したお弁当の販売

を支援する予定としております。  

 また、米、酒、昆布、動物性を使わない調味料、米粉、米菓、麺

類といった本県の得意分野につきましては、ビーガン市場もある欧

州で売り込めると考えまして、ドイツでの世界最大級の見本市アヌ

ーガへ出展したほか、英国及びアイルランドには私も訪問しまして、

観光ＰＲに併せて県産品のプロモーションをしてまいりました。  

 英国では、既に日本の米の中では富山コシヒカリが最も普及して

おりました。輸入商社からは、さらなる富山県産米、米粉、そして

お煎餅などの米菓の輸入拡大に前向きでした。高級レストランから

は、さらに差別化をするために富富富や富山の昆布の利用に強い関

心を示されました。アイルランドは、日本からの輸出がまだ少なく、

米、酒やテーブルウェアなどの工芸品に強い関心を示されたところ

です。今後、輸出に向けた具体的な商談や調整を進めてまいります。  

 来年度に向けましては、商談の状況、他県産の浸透状況も含めた

市場の状況も見極めながら、御指摘のフード・ジャパン出展も含め

まして、どの国でどのようにＰＲ、売り込みをしていくのが効果的

か検討してまいります。  

 以上です。  

○議長（山本  徹）田中交通政策局長。  

   〔田中達也交通政策局長登壇〕  

○交通政策局長（田中達也）私からは、教育分野の交通事業者支援に

ついての御質問にお答えします。  

 通学定期の割引等については、８月に開催した地域交通戦略会議
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の鉄軌道サービス部会長の発言などを踏まえ、今月 14日に開催した

鉄軌道サービス部会において議論を行いました。  

 まず部会長から、通学定期の割引については、交通事業者自らの

営業施策として行われているものではなく、社会施策あるいは教育

施策として行われている費用を事業者が負担している、このため地

域公共交通活性化再生法の改正案に対する附帯決議が付された旨の

説明が改めてありました。  

 その後、委員からは、運賃体系は事業者ごとに異なるため、事業

者間で通学定期券の運賃を全て同じにすることは困難といった御意

見や、通学定期料金に明らかに大きな差が生じている場合は、地域

の事情に応じてその差を縮める対策を検討してもよいのではないか

といった御意見、また教育や子育て施策の観点から考えたほうがよ

いのではないか、さらには、これまでの長い経緯を踏まえると検討

には大きな労力がかかるのではないかなど、様々な御意見をいただ

きました。  

 通学定期の割引や事業者間の差についての議論は、全国でもあま

り行われていないものだと認識しております。今はまだ課題の有無

も含め議論を始めたところであり、市町村や交通事業者等が参加す

る交通ワンチーム部会も開催し、鉄軌道サービス部会など各部会の

議論について意見交換等を行うこととしております。  

 今後は、各部会の議論の結果を次回の戦略会議の全体会議に報告

し、計画への位置づけ等について議論することとしており、戦略会

議の議論も踏まえ進め方等を検討してまいります。  

○議長（山本  徹）竹内地方創生局長。  

   〔竹内延和地方創生局長登壇〕  
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○地方創生局長（竹内延和）私からは、魅力ある観光地づくりについ

ての御質問にお答えをいたします。  

 北陸新幹線敦賀開業により、北陸３県が１時間程度で結ばれ、関

西や中京方面から本県が近くなり、首都圏から北陸新幹線利用者の

増加も期待されるところでございます。この機会を捉え経済効果を

波及させるためには、北陸３県が連携して取組を進めることが重要

であると認識しております。  

 このため国内では、北陸デスティネーションキャンペーンに向け

まして 11月に開催した全国宣伝販売促進会議において、各県の観光

素材と合わせまして北陸３県での周遊の楽しみ方を提案させていた

だいたところでございます。また、首都圏のメディアを通して露出

を高め誘客につなげる北陸観光ＰＲ会議や、相互誘客につなげるた

めの観光案内所スタッフの合同勉強会、こういったことも開催して

おります。  

 インバウンドにつきましては、 10月に北陸３県を含む北陸新幹線

沿線自治体で、欧米豪市場をターゲットとしたランドオペレーター

向けのセミナーを開催しました。また、 11月には３県共同で、台湾

での国際旅行博に出展しております。来年３月には同様に香港での

出展も予定しております。加えまして、来年７月には北陸３県が連

携して、ＪＲ大阪駅近くに関西情報発信拠点を設置する予定であり

ます。この拠点を活用し、国内外への情報発信や観光誘客に３県共

同で取り組んでまいります。  

 現在、国の、地方における高付加価値なインバウンド観光地づく

り事業におきまして、観光庁や北陸３県、北陸経済連合会など関係

者が連携し、地域の価値、そしてターゲットを明確化するマスター
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プランを検討しております。  

 今後は、こうした３県連携、広域連携を図りつつ、世界遺産五箇

山合掌造り集落や国宝瑞龍寺、勝興寺等の歴史、文化、立山・黒部

等の大自然、すしに代表される食といった本県ならではの資源も最

大限生かし、高付加価値な地域づくりや受入れ体制整備を進めてま

いります。  

○議長（山本  徹）廣島生活環境文化部長。  

   〔廣島伸一生活環境文化部長登壇〕  

○生活環境文化部長（廣島伸一）３問いただきました。まず、文化観

光に関する質問についてお答えをいたします。  

 文化観光は、県内各地に存在します多彩で魅力的な施設、文化財

など文化資源を生かしまして、観光振興と併せて地域の活性化を図

り、その効果が再び文化の振興につながる、こうした好循環を創出

することを目的としております。  

 県では、本年６月に策定いたしました新世紀とやま文化振興計画

の後期重点施策において、文化観光の推進を主要な取組の一つとし

て位置づけたところであり、また、立山博物館を中核とした観光拠

点計画の認定も受けたところでございます。  

文化観光を進めるに当たりましては、県内各地の文化資源や観光

施設が連携し、その強み、特色を結びつけていくことが大切になり

ます。  

 このため県では本年度、まずは情報の整理と発信という観点から、

県内の文化資源が持つ価値や魅力に関する情報を周辺の観光スポッ

トなどと併せまして、ウェブサイトとやま観光ナビで特集として紹

介しております。また、県内の文化施設と観光施設を結びつけ、巡
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るバスツアーの造成も支援するなど取組を進めております。  

さらに、連携という観点から、この後新たに富山県美術館、水墨

美術館、高志の国文学館、立山博物館の４つの県立施設が相互に連

携しまして、県民の皆さんにそれぞれの魅力を感じてもらえるよう

な取組についても検討しております。  

 こうした取組がきっかけとなりまして、文化観光としての取組が

県内に広がるということを期待しているところでございます。引き

続き市町村、文化関係施設・団体、観光事業者などや県の関係部局

とも連携を深めてまいりたいと考えております。  

 次に、山岳環境の整備についてお答えをいたします。  

 県が管理いたします登山道や公衆トイレにつきましては、国の交

付金を活用しまして老朽化に伴う再整備を実施しますとともに、草

刈りや小規模な補修などの登山道維持管理の一部につきましては、

地元の市町へ委託し、さらにその市町が各山小屋へ再委託して実施

している。  

各山小屋は、こうした登山道の補修のほか、登山者への安全な登

山に関する情報の提供、また遭難者の救助対応など様々な役割を果

たしていただいておりますが、コロナ禍の影響を受け山小屋の人員

や資金が不足しております。今後、山小屋の機能を維持するには、

他地域で導入事例があるという御指摘がございましたが、入山協力

金を原資として維持管理費に充てたいという意向があると伺ってお

ります。  

 中部山岳国立公園の立山黒部エリアにおける入山協力金制度の導

入につきましては、今年に入りましてから環境省が中心となり、県

や地元市町、山小屋関係者等で構成する意見交換会が、これまで２
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回開催されております。そこでは、先行地域での協力金の収入状況、

これは年間数百万程度というようなお話もございました。そういう

ような情報なども共有しながら、入山協力金の徴収方法ですとか、

その使途などについて検討をしているところでございます。  

 県といたしましては、山岳環境の適切な維持管理に必要な公園施

設整備に引き続き取り組みますとともに、様々な役割を担っていた

だいております山小屋を支援するという観点でも、入山協力金制度

など新たな仕組みの活用について検討を進めたいと考えております。  

 なお、言及のございました入山協力金を活用しました弥陀ヶ原と

大日平を結ぶつり橋の復元というところでございますが、入山協力

金の収入額なども踏まえた上で、当該箇所が中部山岳国立公園特別

保護地区であることから、これを管理いたします環境省と研究、検

討をしていくことが必要なものと考えているところでございます。  

 私からは最後になります。ニホンザル管理計画に関する質問にお

答えをいたします。  

 本県のニホンザル管理計画におきましては、県民生活に被害を及

ぼす加害群に関しまして、その分布やおおよその個体数などについ

て県がモニタリング調査を行い、この調査に基づきまして市町が、

地域の特性などの実態を踏まえまして、住民への啓発ですとか追い

払い、柵の設置等の被害防除、また誘引物の除去などの生息環境管

理、また捕獲等による個体群の管理といった３つの対策で構成しま

す実行計画を策定して、それぞれの対策を行っているという状況で

す。  

 現行の県管理計画におきましては、県内の加害群は 42群、生息数

は約 1,700頭と推定しております。この数は先ほどの市町の実行計
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画における個体群管理の基礎となるものでございますが、これまで

の県のモニタリング調査におきましては、標準的な群れの規模をベ

ースに直近の捕獲実績を基に推定しているという状況でございます。  

 これにつきまして、近年、被害地域の方々から、被害状況などを

踏まえると推定した数は少なく、実態はもっと多いのではないか、

また、それが個体数管理の実行計画の適正につながっているのかと

いうような御意見、疑問も提示されているところでございます。  

 このため県では、特に大きな農作物被害ですとか生活環境被害を

起こしている加害群を対象に、既存のモニタリング調査に加えまし

て、専門の調査員が一定期間現地に滞在し、より正確な生息数をカ

ウントできる調査の実施について今検討をしております。これによ

りまして、生息数の推定値と生息実態の乖離を小さくし、より適切

な個体数管理につなげたいと考えております。  

 今後も市町、猟友会等と連携し、県管理計画の目標でございます、

地域個体群を安定的に維持しつつ、農作物被害等を軽減し、人とニ

ホンザルの共生を図る、これに向けて取り組んでまいります。  

 以上でございます。  

○議長（山本  徹）津田農林水産部長。  

   〔津田康志農林水産部長登壇〕  

○農林水産部長（津田康志）私からは、持続可能な水産業についての

御質問にお答えいたします。  

 富山湾沿岸の漁獲量が減少傾向にある中、県水産研究所では、栽

培漁業や養殖に関する様々な技術開発や研究を進めております。  

 まず、栽培漁業につきましては、現在、魚価が高く、漁業者の要

望の強いキジハタとアカムツの技術開発を進めております。キジハ
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タにつきましては、令和３年度から種苗を安定生産し、放流適地の

調査などを実施しており、放流魚の漁獲状況を踏まえて早ければ令

和８年度の事業化を目指しております。また、アカムツにつきまし

ては、人工飼育した親魚からの採卵技術の確立など、引き続き課題

解消に努めてまいります。  

 次に、養殖につきましては、冬期の波浪など富山湾の自然環境下

では厳しい面もございますが、県内ではギンザケやサクラマス等の

小規模な海面養殖が営まれております。そうした中、令和３年度か

らは新たに、海藻類やイワガキなど魚類以外の養殖実証の取組を魚

津漁協や入善漁協と連携して進めており、また、今年度からは水産

研究所におきまして、これまで磯焼け対策として駆除されてきたウ

ニ類の養殖試験も進めております。  

 なお、陸上養殖でございますが、これにつきましては初期の投資

の負担が大きいなど、現状では県内漁業者が新たに取り組むにはハ

ードルが高いと考えられることから、民間企業における取組を期待

するところでございます。  

 県では、現在策定中の水産業振興計画におきまして、水産物の安

定供給と漁業所得の向上に向けて栽培漁業と養殖の振興を図ること

としております。引き続き漁業関係者と十分に連携しながら、それ

に向けた研究や取組を推進してまいります。  

 以上でございます。  

○議長（山本  徹）有賀厚生部長。  

   〔有賀玲子厚生部長登壇〕  

○厚生部長（有賀玲子）私からは２問についてお答えいたします。  

 まず、第８次医療計画については、国の策定指針等に基づき第７
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次計画の数値目標の検証等を行うとともに、各分野ごとの専門部会

等を通じて、医療関係者、介護・福祉従事者、市町村など幅広い関

係者から御意見をいただき、医療提供体制の構築、医療従事者の確

保、基準病床等について検討を進めております。  

 各部会では、小児・周産期医療について、医師確保をしつつ役割

分担や関係者間の連携を進めることが重要、がんについては、医師

だけではなく専門薬剤師や認定看護師の充実が必要、糖尿病につい

て、病診連携の下、適切な治療薬の選択と食事、運動の指導が必要、

また、新たに追加された新興感染症については、高齢者施設等への

感染対策指導や感染症専門医、感染管理認定看護師の育成、オンラ

イン診療など医療ＤＸの推進が必要などの御意見があったところで

す。  

 今後、さらに人口減少と高齢化が進行する中で安全で質の高い医

療を効果的に提供するためには、働き方改革の本格実施にも対応し

ながら、引き続き医師等の確保育成と定着に取り組むとともに、地

域ごとの状況をよく踏まえ、地域包括ケアシステム等の一層の推進、

医療機能の役割分担と連携強化、さらには医療資源の集約化、重点

化を進めることも不可欠と考えられます。  

 こうした方向性を踏まえ具体的な対策を検討しており、来月下旬

に開催予定の県医療審議会に素案をお示しし、来年１月頃のパブリ

ックコメント、３月の審議会における議論を経て、４月から計画開

始となるよう引き続き策定作業を進めてまいります。  

 次に、看護職員の勤務環境や処遇の改善に向けて、県では、病院

内保育所の運営や職員休憩室の整備などに対して助成をしているほ

か、看護協会とも連携して短時間勤務や夜勤免除など多様な勤務形
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態の整備に取り組む病院に支援員を派遣するなど、勤務環境の改善

に取り組む医療機関に対して支援をしております。  

 また、令和４年 10月に、地域で救急医療など一定の役割を担う医

療機関に勤務する看護職員を対象に、収入を３％程度引き上げるた

めの看護職員処遇改善評価料が新設され、県内では 19病院が処遇改

善を実施しております。県といたしましても、令和６年４月の診療

報酬改定に向けて全国知事会等を通じて、さらなる看護職員の処遇

改善を働きかけているところです。  

 さらには、地域における在宅医療や訪問看護の質を確保していく

ため、認定看護師など専門性の高い看護職員が有する知識や技術が

必要になってきております。このため県では、看護協会が行う専門

領域における研修に対して支援をするとともに、認定看護師や特定

行為に係る研修受講料に対して補助をしているほか、在宅ケアを支

援している訪問看護ステーションの事例検討会や地域の小規模施設

等を対象とした感染管理の実地指導に認定看護師を派遣するなどの

取組を進めてきております。  

引き続き、専門性を備えた認定看護師等の養成に支援するととも

に、この方々に地域医療に携わっていただけるように取り組んでま

いります。  

 私からは以上です。  

○議長（山本  徹）市井土木部長。  

   〔市井昌彦土木部長登壇〕  

○土木部長（市井昌彦）私にいただきました２問のうち、まず除雪体

制の整備についての御質問にお答えします。  

 県では安定的な除雪体制を維持していくことが重要と考えており、
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これまでも除雪企業からの雪の少ない少雪シーズンにおける負担軽

減の御要望を受け、取組を進めてまいりました。具体的には、除雪

オペレーターの育成への支援を行ったり、除雪委託経費のうち民間

からの借上げ機械に係る保険料や税金などの経費について、従前の

変動費から少雪時でも必要な固定的経費としてお支払いするよう見

直しを行っております。  

 御提案の最低保証制度は、青森県など５つの道県において地域の

実情を踏まえて、それぞれの方法で運用されております。また、国

におきましても、少雪となった場合に固定的経費を支払う試行を令

和３年度から始めておりますが、北陸地方整備局管内では、３年度、

４年度も支払うまでの少雪ではなかったため実績はなく、本年度も

試行を継続し積算方法の改善を検討すると伺っております。  

 除雪機械に係る経費負担への支援につきましては、国や一部の自

治体の最低保証制度では、固定的経費を少雪時に限り支払いの対象

としております。一方、本県では、現在、大雪時も含め降雪状況に

関わらず固定的経費の一部をお支払いしていることから、仮に本県

で国や一部の自治体と同様の制度を採用した場合には、その固定的

経費の取扱いについて課題がございます。  

 県といたしましては、持続可能な除雪体制の確保のため、最低保

証制度のこうした課題も踏まえ、県内企業にとってどのような形が

望ましいか引き続き国や他自治体の取組を注視しながら検討してま

いります。  

 次に、路面標示の引き直しの御質問についてお答えします。  

 県管理道路のうち区画線の設置されている道路は約 2,250キロメ

ートルございます。また、年間に引き直す区画線の延長は、過去５
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か年の実績で年間約 400キロメートルとなっております。  

例年、工事を雪解け後に行うため、主として県単独事業のゼロ県

債により予算措置しております。昨年度は、ゼロ県債で前年度より

5,000万円多い２億円を確保し、今年度も同規模となるよう今議会

の補正予算案に盛り込んだところでございます。  

 議員お尋ねの区画線の引き直しの計画につきましては、道路の利

用状況や機械除雪の有無等により剥離や摩耗の速度が一律ではない

ことから、特にサイクルは定めずに、雪解け後の調査や地元からの

情報提供を踏まえ、交通量や通学路の指定、損傷の度合いなどを考

慮の上、施工箇所を選定しておるところでございます。  

 区画線は、道路交通の安全を確保する上で必要不可欠な道路施設

であり、その適切な管理を求める地域からの声も大きく、また新た

な役割も求められているところでございます。他県等では、ＡＩを

用いて線のかすれ具合を評価するシステムの導入により効率的な引

き直しを目指しておられる広島県福山市や神奈川県警などの先進的

な取組もございます。  

 道路管理者といたしましては、区画線を適切に引き直し、また、

そのための予算も確保し、将来にわたりその機能を保っていく必要

があると考えております。他県での取組も参考にして、交通管理者

である県警とも連携しながら安全・安心な道路環境の確保に取り組

んでまいります。  

 以上です。  

○議長（山本  徹）石井警察本部長。  

   〔石井敬千警察本部長登壇〕  

○警察本部長（石井敬千）私には２問いただきましたので、まず、土
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木部長に引き続き路面標示の引き直しについてお答えいたします。  

 県警察が管理する区画線、横断歩道、停止線及びはみ出し追越し

禁止の黄色実線等の道路標示につきましては、道路上の危険防止や

交通の安全、円滑の確保の目的で設置しており、その維持管理は安

全・安心な道路環境の確保の観点から重要と認識しております。  

 自動運転車両の社会実装に備えるためにも区画線や道路標示を適

正に維持管理することが必要と認識しており、県警察では、毎年、

冬期間の除雪などにより損耗した箇所を中心に早期の塗り替えに努

めております。具体的には、ゼロ県債を活用し早期の発注に努めて

いるほか、警察官の街頭活動や地域住民からの情報提供などを基に

標示の薄くなった箇所を把握した上で、事故の危険性等を踏まえな

がら計画的に行っております。  

 今後は、他県警察におけるＡＩを活用して消えかけている白線な

どの道路標示を検知し早期補修につなげるなどの先進的な対策につ

いて研究するなど、引き続き効率的な維持管理の手法を検討してま

いります。  

 県警としては、引き続き土木部をはじめとした道路管理者とも連

携しながら安全・安心な道路環境の確保に努めてまいります。  

 続きまして、特殊詐欺等の対策についての御質問にお答えします。  

 被害状況につきましては、本年 10月末、件数 305件、被害額は約

９億 4,500万円、１日当たり１件 300万円以上の被害が発生している

危機的な状況にあり、犯行の手口も、ＳＮＳで投資を呼びかけるも

のやネット閲覧中のセキュリティー警告による架空請求詐欺など

様々であり、現金の受け取りやＡＴＭでの振込のみならず、ネット

バンキングや暗号資産での被害金の支払いも増加しております。  
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 こうした現状を踏まえ、先月から特殊詐欺対策に専従するプロジ

ェクトチームを発足し、検挙と抑止の両面で対策を強化しておりま

す。  

 検挙対策としては、先日も魚津で被害者からキャッシュカードを

だまし取った被疑者を、 110番通報から約２時間半後に東京で確保

しましたが、こうした富山に来る受け子の検挙を徹底するとともに、

実行犯の検挙には、議員御指摘のように全国警察の連携が重要であ

ることから、県警から首都圏の専従捜査班に派遣する捜査員を増強

する予定です。また、銀行口座や携帯電話の不正売買の検挙を徹底

し、被害者の方などの協力を得て、だまされたふりをして犯人側か

ら口座を聞き出して凍結する作戦により犯行ツールの無力化も図っ

てまいります。  

 また、抑止対策として、最近の手口、対処方法の情報発信、ナン

バーリクエストへの加入促進など不審電話拒絶対策、中高生を対象

とした研修会での闇バイトへの注意喚起、コンビニ、金融機関と連

携した水際での被害防止を進めており、今後も、警察官による巡回

連絡や高齢者講習の際などに被害防止を具体的に呼びかける。  

泥棒に対しては自転車も車も家も鍵をかけることが重要ですけれ

ども、詐欺師に対しては、電話やメールの甘い話や怪しい話に乗ら

ない、心の鍵をしっかりかけていただく。その上で、怪しい口座と

か怪しい人にお金を渡さない、財布のひもを固くしめる。こういっ

たことを呼びかけて、県民の皆様の詐欺に対するディフェンス力を

引き上げる対策を強化する予定でございます。  

 警察では、引き続き全国警察や関係機関・団体と連携協力して各

種対策を官民一体となって進めることで、被害の減少という目に見
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える成果を目指してまいります。  

 以上です。  

○議長（山本  徹）荻布教育長。  

   〔荻布佳子教育長登壇〕  

○教育長（荻布佳子）私からは、まず教員や教員以外の専門スタッフ

の配置の充実についての御質問にお答えいたします。  

 本県では、これまでも少人数指導と少人数学級のそれぞれのよさ

を組み合わせた少人数教育を推進しており、今年度は、小学校全学

年で少人数学級を実現したところでございます。  

 少人数学級を実施するために必要な教員配置は国の加配定数を活

用しておりますが、本県では国より２年先行し、小学校 35人以下学

級に取り組んでいるため、加配教員が不足する分については県単独

で必要な定数措置を行っており、今年度は 16人分を措置しておりま

す。  

 また、教員の負担軽減を図るために、スクール・サポート・スタ

ッフや部活動指導員などの外部人材を配置してきております。特に

スクール・サポート・スタッフについては、今年度、国の配置基準

である学校規模が 14学級以上の学校だけでなく、市町村との連携に

より要望のあった全ての公立学校 259校に配置をするなど教員の多

忙化解消を進め、教育の充実に努めてきているところでございます。  

 効果的な少人数教育の充実や教員が子供の指導により専念できる

ようにするためには、教員定数を増やすとともに外部人材の配置の

充実が重要であると考えております。  

 県教育委員会としては、少人数教育の充実や学校の働き方改革推

進に向けて、国による定数増や財政措置が拡充するよう引き続き強
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く国に要望するとともに、取組の充実に向け努力をしてまいります。  

 次に、ＩＣＴの活用促進と環境整備についての御質問にお答えい

たします。  

 各学校では１人１台端末が配備され、授業はもとより生徒会活動

やクラブ活動など教育活動全般にわたりＩＣＴの活用が進んできて

おります。  

 具体例としては、県内外の複数の学校をつないでの遠隔協働学習

や海外の学校との交流、また国内外の外部講師による専門的な授業

を実施している例などがございます。これらの取組により、時間や

空間の制約なく他の地域との交流や異文化との触れ合いが可能とな

り、多様な物の見方や考え方を育むことができますほか、通常では

体験できない専門的な事柄に触れることは、興味・関心を高め理解

を深めることにつながっているというふうに考えております。  

また、対面が基本となる児童生徒の育成指導においても、一部の

学校では、心の健康観察アプリを導入し心や体調の変化を把握して

いるほか、不登校や病気療養中の児童生徒については、オンライン

による授業の視聴や面談を促すなど、相談や指導につなげる活用も

行っているところでございます。  

 １人１台端末が整備され、様々な児童生徒の学びの保障のための

教育機会の提供が進んできておりますが、端末の更新が喫緊の課題

となってきております。今後、市町村とも連携し共同調達の手法に

よる更新を検討するとともに、県立高校については、引き続き国に

財政支援を要望しつつ、更新費用の負担の在り方についても検討し

てまいりたいと考えております。  

 また、富山県ＧＩＧＡスクール推進協議会において、外部人材の
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活用などオンラインのよさを生かす教育機会の提供について情報交

換や検討を行うなど、今後とも市町村教育委員会と連携しながら、

オンラインによる効果的な取組が進むよう努めてまいりたいと考え

ております。  

 私からは以上です。  

○議長（山本  徹）松井こども家庭支援監。  

   〔松井邦弘こども家庭支援監登壇〕  

○こども家庭支援監（松井邦弘）私からは、子供支援拠点の整備につ

いての御質問にお答えいたします。  

 ２拠点体制として整備を進めています富山児童相談所などのうち、

まず、富山駅前ＣｉＣビル内に設置しますこども総合サポートプラ

ザ（仮称）については、教育委員会や県警本部の関係課、富山児童

相談所、総合教育センター、それから子ども・若者総合相談センタ

ーの受託機関による合同打合せ会議を定期的に開催しております。

この会議では、これまで、連携しやすい相談室や事務室のレイアウ

トや連携手順、開所日の運営方法などについて協議を行ってきてい

るところでございます。  

 その中で、教育委員会とは、児童相談所による心理診断や家族の

機能の診断を踏まえた児童生徒の支援方法や、学校へのアプローチ

における連携について、協議を行っております。また今後、発達障

害などの相談内容に応じた関係機関との連携や情報共有を含めまし

て、具体的なケースを想定した連携策を検討することとしておりま

す。ハード面においては、今年度中に実施設計を行いまして、来年

度に内装や設備の工事を進めてまいります。  

 また、県リハビリテーション病院・こども支援センター隣接地に
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整備します富山児童相談所養育・援助センター（仮称）や児童心理

治療施設、学びの場の３施設については、これまで教育委員会をは

じめ関係部局と施設整備の在り方について協議を進めてきたところ

でございます。  

 ３つの施設の職員の迅速な連携や施設内の機能の共有化を図り、

また、入所する子供の精神的な負担などを考慮し、同一建物内で整

備する方向とし、ハード面においても、その方向に沿った基本設計

業務の公募型プロポーザルを実施しておりまして、来年１月頃から

設計業務に着手してまいります。  

 以上でございます。  

○議長（山本  徹）武田慎一議員。  

   〔 31番武田慎一議員登壇〕  

○ 31番（武田慎一）すみません。空気が読めないわけではないのです

が、こんな機会はなかなかないのでお許しをいただきたいと思いま

す。  

 知事に、高校再編についてもう一度お伺いしたいと思います。  

 我々ＰＴでは、先日、広島、そして愛媛、高知、四国と４県回っ

てまいりました。レンタカーだけでいうと約 700キロ、議員が交代

しながら運転して、それこそ車内では高校再編の議論で満載であっ

たわけであります。  

 石井県政の後期再編のときのような、学科、コースというふうに、

先ほど質問もしましたけれども、何て言いましょうか、再編した学

校に吸収された学校の元の学科、コースを繰り入れるのではなくて、

例えば川島議員がおっしゃるようにアニメ学科を創設するとか、そ

ういった斬新な考え方を持って、もっともっと魅力をつくっていこ
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うではないかというような話なんです。そういったようなところが

教育振興検討会議では見えないということなんです。結局、数の議

論、クラス数というような話であって、どうやって魅力をつくって

いくかというような議論があんまりなされていないように感じるわ

けなんです。  

 そこで例えば、この教育振興検討会議、あと何回開かれるか分か

りませんけれども、例えば首長さんをたまにお招きするとか、ＰＴ

の座長である永森議員をメンバーに加えていただくとか、そういっ

たことをやっていかないと、県庁サイドの凝り固まったというか、

そういった方々の意見だけを聞いていてもいけないということなん

です。先日の教育警務委員会でも永森議員が、もっともっと地元の

意見を聞かなきゃいけないですよと言っています。なので、地元の

意見を聞いたことを教育振興検討会議で一部議論すべきだと私は思

っております。  

 また、やはり住民に寄り添った、地域に寄り添った今度の高校再

編だというふうに私は思っておりますので、しっかりと首長が出て

いって、私の責任だ、しっかりやるんだということを見せないと、

また不平不満の高校再編になってしまうという懸念がありますので、

知事の答弁を求めます。よろしくお願いします。  

○議長（山本  徹）新田知事。  

   〔新田八朗知事登壇〕  

○知事（新田八朗）追加質問をいただきましたので、お答えします。  

 先ほどの武田議員の御質問にもありましたように、中学校の卒業

生は年々減っていくわけであります。これは統計の事実であります

から、予測というよりも、かなりの確度で分かっているということ
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です。それに対して必要な高校の学級数、高校の数というものも計

算することは可能なわけであります。ただ、その中でも単に数合わ

せに終わらせるべきではないということは、全く私も同感でありま

すし、教育委員会にも決して数合わせで物事を全て処理していこう

と考える人は一人もいません。  

 現在、昨年の在り方検討会の報告書を受けて本年度の高校教育振

興検討会議が走っているわけであります。この考え方の原点は、学

科構成のバリエーション、これは例えば、職業系の専門学科のこと、

あるいは総合選択制の高校、あるいは普通科の高校、そして総合学

科設置校、そのようなバリエーションはあります。そしてもう一方、

先ほどお答えした規模のこと、中規模ないし大規模校があり、また

小規模校もあるでしょうと、この掛け算で様々なバリエーションが

生まれてくる。それと、地域での子供たちの通学の距離なども考え

ていく必要があります。ただ、あくまで教育のことですので、こど

もまんなか、教育が真ん中であります。  

 まちづくりの要素あるいは地域の皆さんの事情、こういったもの

もあることは十分承知はしますが、高校の設置あるいは高校の在り

方というのは、まちづくりとは別の問題だというふうに思っていま

す。あくまで子供の教育環境をどうやってつくっていくか、これが

考え方の原点であるべきだと考えております。ただ、幅広にいろん

な意見を聞くことは、私は必要だというふうに思っています。御指

摘の、地域の皆さんの声を聞く場というものは今後設置をしていき

たいと考えております。  

 また、総合教育会議は基本的に首長と教育委員の会議ですけども、

そこに有識者を招くことも許されていますので、これまでもそうい
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うふうに総合教育会議を運営してまいりましたし、そんな場も使っ

て幅広の意見を聞くことは大切だと思います。  

 ただ、教育のことは、権限は教育委員会に全てあるんです。総合

教育会議は、その環境を整える上で議論しましょうねということが

設置の目的であります。そこのところは誤解のないようにお願いを

したいと思います。  

 お答えになったかどうか分かりませんが、以上でございます。  

○議長（山本  徹）以上で武田慎一議員の質問は終了しました。  

 暫時休憩いたします。  

 午前 11時 49分休憩  

 


